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Ⅰ はじめに 

 

杉並区は、少子高齢化の進展や東日本大震災の教訓を踏まえ、安全・安心なまちづく

りや社会福祉施設の整備等について、住宅マスタープランや保健福祉計画等に基づく施

策を推進してきました。 

日本は既に平成20年から人口減少局面に入ったと言われており、区においても、今後、

人口が減少してくことが予測されています。さらに、高い住宅価格・家賃を背景として、

子育て世帯が広い住宅を求めて区外へ転出している傾向もうかがえます。高齢者や障害

者を支える包括的な支援体制の構築が重要なテーマであり、区としても精力的な取組み

を始めている一方、その在宅生活を支える住まいや生活支援、介護、医療等の充実に向

けた取組みについては、まだ課題が多く残されています。こうした状況の中で、住まい

については、最近、空家の増加が話題になっているように、既存の住まいや施設等の住

宅ストックの有効活用も課題となっています。 

このように、様々な課題がありますが、社会経済状況の変化や厳しい財政事情等を背

景として、住まいに関する区の施策も転換期を迎えています。限られた社会資源等を有

効に活用し、課題解決の手法を選択のうえ、適切に対応していくことが求められていま

す。 

 

こうした背景により、「杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会」が設置され、

「誰もが安心して生活を継続できる多様な住環境の実現に向けた総合的な住まいのあり

方」が諮問されるに至りました。審議会は平成 27 年 5 月から平成 28 年 1 月の間に延べ 7

回開催されました。 

 

「総合的な住まいのあり方」を検討していくうえでは、「多様な居住者の視点に立つこ

と」が重要であると考えます。そこで、居住施設も含めて、多様な区民の生活状況や必

要に応じた住まいをいかにバランスよく提供していくかを念頭に検討してきました。 

また、「総合的な住まい」は住まいを取り巻く、福祉、子育て、医療、まちづくり、教

育、生活支援、雇用、環境、防災等の様々な政策領域と関連させる必要があります。 

 

その結果が本答申であり、広範なテーマに対してできうる限り、望ましい方向性を提

示することに努めました。実現には様々な課題がありますが、この提言が、今後、貴区

で展開される「総合的な住まい」に関する施策の推進に結びつくことを期待いたします。 

 

 

平成 28 年１月 18 日 

 

杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会 

会長 大原 一興 
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Ⅱ 区の住まいに関わる現状と課題 

Ⅱ－１．区全体の住まいに関わる現状 

（１）人口動向等 

①将来人口・世帯数 

杉並区の人口は現在 55 万 3 千人、世帯数は 30 万 9 千世帯であるが（住民基本台帳、

平成 27 年 10 月）、将来人口推計によると、出生率が向上しても減少傾向は変わらず、

30 年後の平成 57 年には 50 万 4 千人と推計されている。 

しかし、平成 22 年の国勢調査によると、杉並区の世帯数は 30 万 2 千世帯であり、平

成 17 年と比較すると約 2万 5千世帯程増加し、年々増加幅が大きくなっている。 

したがって、平均世帯人員については、平成 22 年では１世帯当たり 1.81 人であり、

平成 17 年調査時の１世帯当たり 1.90 人よりさらに減少しており、平成 7 年、12 年調査

時より一貫して減少傾向が続き、小世帯化が進んでいる。 

 

②高齢化率と要介護認定者数 

平成 27年 4月 1日現在、65歳以上の高齢者は 115,553人で高齢化率は 21.0％である。

75 歳以上の後期高齢者数は 58,012 人であり、既に 65～74 歳の前期高齢者の 57,541 人を

上回っている。 

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年までは、高齢化率は 21％前後で横ばいに推移

するが、後期高齢者は 5,600 人増加すると見込まれている。 

一方、平成 27 年 3 月 31 日現在、要介護認定者は 23,336 人であり、身の回りの世話や

排泄が一人では困難な要介護 3 以上の高齢者は、このうち 7,696 人で、65 歳以上の高齢

者人口115,553人の6.7％である。要介護認定者は3年後の平成29年度には26,086人で、

そのうち要介護 3以上の高齢者は 7,960 人になると見込まれている。 

 

③子育て世代・出生率の状況 

平成 27 年 4 月 1 日現在、子育て世代（20～49 歳）の人口は 266,447 人で、区全体の人

口約 55 万人の 48.4％を占めているが、未就学児がいる世帯は 19,842 世帯で、区の総世

帯数 307,131 世帯の 6.46％となっている。 

また、区の合計特殊出生率は 0.99（平成 26 年）であり、国の 1.42、都の 1.15 を大き

く下回り、23 区内でも下から 2番目となっている。 

出産順位別に見ると第 1 子は 60.9％、第 2 子 30.8％、第 3 子以降は 8.4％となり、第

２子以降の出産は比較的少なくなっている。 

 

（２）子育て世代の転出入 

転出入を年齢階層別に見ると、全体的に 20～39 歳の転出入が活発であり、20 歳代は転
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入超過であるが、30 歳・40 歳代の子育て世代は転出超過となっている。 

転入の理由は、「仕事・学校の都合（就職、転勤・進学など）」が 37.3％と最も高い

割合を占めており、次いで「結婚または離婚」が 20.2％となっている。 

また、「住居を購入するため」「住居が手狭になったため」「住居の契約更新・家賃

値上げ等のため」の住居そのものに起因する転入の理由が全体の 21.8％であるのに対し、

転出のきっかけとしている者は全体の 32.1％と高くなっている。 

 

（３）住宅ストック 

①持ち家、共同住宅の状況と耐震基準 

平成 25 年住宅・土地統計調査では、区内の持ち家は 33.7％、借家は 46.0％となって

おり、また、持ち家・借家を建て方別に見ると、一戸建は 20.3％、共同住宅が 56.5％、

長屋建て 2.8％、その他 0.1％となっている。また、上記以外の構成率としては、空家

10.5％、建築中・不明等 9.8％がある。 

建築時期別に見ると、旧耐震基準の昭和 56 年以前の住宅が 61,060 戸で住宅総数の

20.2％となっており、このうち持ち家は 55.2％、借家は 44.8％が旧耐震基準となってい

る。 

 

②住宅の居住面積水準・家賃 

１住宅あたりの面積は持ち家が 94.36 ㎡、借家が 35.61 ㎡と 2.6 倍の開きがあり、特

別区平均と比較して持ち家は広く、借家は狭いことが特徴である。また、家賃水準は、

民営借家の延べ床面積１㎡当り家賃が、杉並区 2,617 円であり、特別区の平均 2,571 円

と比較するとやや高い水準となっている。 

 

③公的賃貸住宅 

平成 27 年 4 月 1 日現在、公的賃貸住宅は、区営住宅 32 団地 944 戸、高齢者住宅 15 団

地 375 戸、区民住宅（特優賃）3団地 37 戸、応急一時居室 62 戸、都営住宅 36 団地 3,116

戸がある。 

 

④空家の状況及び利活用 

平成 25 年住宅・土地統計調査では、区内の住宅数 340,000 戸のうち、空家は 35,690

戸（10.5％）となっており、このうち「賃貸用」の空家が 26,680 戸と空家全体の 74.8％

であり、次いで「その他の空家」が 7,560 戸と空家全体の 21.1％を占めている。 

平成 25 年度の区による空家実態調査では、現地調査の結果、区全域で 408 件が空家と

推定され、地域別に見ると、下高井戸（48 件）、方南（48 件）、阿佐谷南（37 件）、高

井戸西（18 件）の順で多く見られたが、地域ごとの空家比率が 1.0％から 0.1％未満に分

布しており、地域差が大きい状況にある。 

また、空家所有者が確認できた先へのアンケート調査によると、所有者から空家とし

て確認できた 46 件のうち、旧耐震基準である築 35 年以上の物件が 76％となっている。
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空家となった原因としては、最も多いのが「転勤等で長期不在」であり、次いで「税法

上の理由で取り壊しを控えている」、「相続により取得したが入居していない」の順と

なっている。 

 

（４）施設整備の状況 

①特別養護老人ホーム・有料老人ホーム 

高齢者の居住系施設の平成 27 年 4 月現在の定員は次のようになっている。 

特別養護老人ホームについては、区は高齢者人口の増加にあわせて低所得者でも入所

できる特別養護老人ホームの整備を推進しており、介護保険制度が導入された平成 12 年

から 700 人以上定員を増やし、1,538 人の定員を確保している。認知症高齢者グループホ

ームは、21か所337人と区内各所において整備が進んできているが、平成22年4月以降、

低所得者向けとして東京都で整備を促進している都市型軽費老人ホームは、1 か所 20 人

と整備が進んでいない。 

また、有料老人ホームは、平成 12 年から 10 倍以上定員が増え、1,483 人となっている。

サービス付き高齢者向け住宅は 2か所 47 戸が開設されているものの、民間事業者の参入

が進んでいない。なお、開設された有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅につ

いては、都市部の地価相場により利用料が高くなる傾向があり、一定収入以上の者に利

用者が限定されている。 

 

②高齢者の在宅生活を支えるサービス 

区内における通所介護や訪問介護などの在宅サービスは多数の民間事業者が参入して

いるものの、在宅生活を 24 時間支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は 3か

所、小規模多機能居宅介護事業所も 3 か所しか整備されておらず、また、整備地域が偏

在している。 

高齢者等が集う「地域サロン」は区内 80 か所で活動していることが把握されており、

区立施設活用型、民間施設活用型、自宅開放型等がある。 

 

③重度の障害者を対象としたグループホーム 

グループホームは平成 27 年 4 月現在 45 か所（定員 251 名）が整備されているものの、

平成 27 年 2 月に開設した重度身体・知的障害者のグループホームについては定員 15 名

に対し、60 名の入所申込みがある。 

障害者支援施設は区内に 2施設（区枠定員 49 名）あるものの、区外の施設に 243 名が

入所しており、区内施設で対応しきれていない現状にある。 

障害者支援施設入所者のうち 51 名が 65 歳以上である。65 歳になっても特別養護老人

ホーム等の受け皿が十分ではないことや障害の特性から障害者支援施設に留まらざるを

えない状況にある。国の基本方針として、入所施設や病院から地域生活への移行を促進

しており、平成 26 年度は 11 名が地域移行を行っている。 
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④障害者通所施設 

平成 27 年 4 月現在、障害者通所施設は 34 施設あり、定員合計 1,294 人となっている。

事業内容は一般企業等での就労が困難な人に、働く場や生産活動の機会の提供、就労の

ための訓練を行う就労継続支援施設が中心となっている。 

また、平成 27 年 4 月現在、視覚障害者会館や地域活動支援センター等の活動拠点は 6

か所ある。 
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Ⅱ－２．住宅確保要配慮者等の住まい環境に関する状況 

（１）高齢者 

高齢者世帯の持ち家率は、高齢単身世帯 62.4％、高齢夫婦世帯 81.8％、高齢者がいる

世帯 73.3％となっており、全国平均のそれぞれ 65.6％、86.8％、82.9％と比較していず

れも低い割合となっている。 

また、介護等の必要のない高齢者の 64％は、将来の希望として、「現在の住まいで介

護を受ける」ことを望んでいる。 

一方、居住環境は、バリアフリーのための何らかの住宅改修がされている住宅は、持

ち家が約 64％、賃貸住宅が約 22％であり、バリアフリー改修等が必要な住宅は依然とし

て多くなっている。区内の住宅全体の 20.2％が昭和 55 年以前の築 35 年以上となってお

り、高齢者の持ち家の老朽化や維持管理の必要性も深刻である。 

また、居住面積水準は、高齢夫婦世帯では、最低居住面積水準（注 1）未満は 8.1％、

最低居住面積水準以上誘導居住面積水準（注 2）未満は 24.4％、誘導居住面積水準以上

は 67.3％となっている。 

なお、子との同居、近居の状況については、65 歳以上の単身及び夫婦のみ世帯の子と

の近居・同居状況を見ると、子と同居している高齢者世帯は 12.9％、子が片道 15 分未満

の場所に住んでいる高齢者世帯は 16.6％となっている。 

（注 1）最低居住面積水準とは、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要

不可欠な住宅の面積に関して国が定めた水準であり、4人家族の場合は 50 平方メートルに

なっている。 

（注 2）誘導居住面積水準とは、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現を前提として多様なライ

フスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、一般型誘

導居住面積水準(4人家族の場合 125平方メートル)と都市型誘導居住面積水準(4人家族の

場合 95 平方メートル)で構成されている。 

 

（２）障害者 

障害者の住まいについては、「持ち家（戸建て）」が 50.5％、「持ち家（マンション

等）」が 14.1％、「民間賃貸住宅」が 19.8％となっており、障害者全体の同居家族は、

「母親」が 36.4％、「父親」が 28.0％、「配偶者」が 31.2％となっている。精神障害者

保健福祉手帳所持者の 31.9％はひとり暮らしとなっている。 

障害者に配慮された住まいの状況として、区営住宅の車いす使用者世帯向け住宅は 944

戸中 10 戸にすぎず、民間では車いす使用者向けの住宅の確保に苦労しているのが実情で

ある。一方で、グループホームは、整備に適した土地の確保が困難であることや土地代

が高いこと、福祉施設としての仕様が求められ建築費も高くなることから、整備が進み

にくい状況にある。 

また、民間賃貸住宅物件の契約にあたっては、障害に対する理解不足や緊急時・トラ
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ブル発生時の対応を危惧して、入居を断られるケースが見受けられる。 

障害者本人の 51.5％が、将来暮らしたい場所として現在の住まいをあげている。条件

が整えば一般住宅にも住み続けられる障害者がいる一方、施設や病院など十分な生活支

援環境が欠かせない障害者もいる。また、見守りや軽度の生活支援があれば、親元から

離れ自立して生活を送ることや、施設や病院から出て地域で暮らすことのできる障害者

も少なくない。 

なお、障害者の介護の状況については、介護者の年齢は「60 歳以上」が 49.6％、その

うち「75 歳以上」が 15.4％であることから、介護者の高齢化が進んでいる。 

愛の手帳所持者と重度の身体障害と知的障害を重複している人の約 20％は、将来暮ら

したい場所としてグループホームをあげており、在宅やグループホーム等で生活が継続

できるよう、日中活動や交流の場、相談等、地域で安心して生活するための地域拠点の

機能を持った住まいの確保が必要である。     

さらに、障害者の重度化・高齢化によって心身機能の低下が進むことを背景にして、

常時介護や医療的ケアが必要となるケースが増加し、グループホームの新規入所希望や

入居後に介護が必要となるケースへの対応が必要となっている。 

 

（３）子育て世帯 

17 歳未満の子どもがいる世帯の状況では、最低居住面積基準を満たしていない世帯の

割合が 13.1％と特別区の平均 9.4％より高くなっており、望ましい面積基準である誘導

居住面積水準以上の世帯の割合は 30.3％、0 歳から 5 歳の子どもがいる子育て世代の持

ち家率は 31.5％で、いずれも特別区の平均 42.1％より低くなっている。 

30 歳代の転出者の転出後の部屋数の増減では、約 8 割が現在住んでいる部屋数以上の

住宅に転出している。 

また、「結婚・出産・子育てに関する意識調査（平成 27 年 5 月）」では、今後、子ど

もを持つ場合の条件として「地域の保育サービスが整うこと（保育所や一時預かりなど）」、

「働きながら子育てができる職場環境であること」等の回答が上位を占めており、配偶

者や配偶者以外の家族に家事・育児への協力を期待する声も多くなっている。 

 

（４）ひとり親世帯 

平成 27 年 4 月 1 日現在、ひとり親家庭の世帯数は 2,925 世帯（児童育成手当受給世帯

数）であり、これは全世帯の 0.95％に相当する。 

また、ひとり親の年収は、200～250 万円の世帯が最も多い。その住まいは、民間賃貸

住宅が 42.6％と最も多く、住居費は月 5～8 万円の世帯の割合が 23.8％と高くなってお

り、年収に占める住居費の割合が大きくなっている。 

「ひとり親家庭実態調査（平成 27 年 5 月）」によると、「ひとり親と子のみの世帯」

は 73％、また、約半数の世帯は「近居の親族もいない」ことが明らかになっている。家

庭状況などから子育て等の支援が得られないことも多く、約１割は相談相手もいないな
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ど孤立している状況となっている。 

なお、ひとり親が民間賃貸住宅を借りる際、ひとり親であることや小さい子どもがい

ること、保証人の問題などで入居を断られるケースがある。また、公営住宅の入居に際

して、ひとり親家庭には優遇資格はあるものの、希望者も多いため入居が難しい状況と

なっている。 

 

（５）低所得者等 

平成 27 年 6 月末の杉並区内の生活保護受給世帯数は 6,693 世帯で、保護率（人口に占

める保護受給者数の割合）は 1.42％である。平成 18 年度以降、増加傾向が続いている。 

生活保護受給世帯の住居形態は、平成 27 年 2 月現在、民間賃貸住宅 78.8％、公営賃貸

住宅 8.5％、持家 1.3％、その他 11.5％であり、民間賃貸住宅に居住している世帯の割合

が大きくなっている。 

一方、生活保護受給世帯のうち区営住宅に入居している世帯状況は、平成 27 年 6 月末

現在、全入居戸数 919 戸のうち、104 戸である。 

生活保護受給世帯が賃貸住宅に入居する際、保証人・緊急連絡先の確保、家賃の滞納

や孤独死の懸念などから、契約できないことがある。 

また、生活保護未受給者であっても、離職や資産の減少等により生活が困窮した場合、

家賃負担の関係などから、低家賃の公営住宅への入居を希望する者が多い。さらに、生

活保護未受給の低所得者にも、低家賃の賃貸住宅や老朽化し設備の不十分な持ち家に居

住している人々がいる。こうした人々においては、高齢で介護や生活サービス等に支出

が増えると生活継続に困窮する事例や住宅改修をすることが困難な状況がみられる。 

さらに、自立支援施設や児童養護施設を 18 歳前後で退所した若年層が、低所得の中で

生活に困窮しているケースもみられる。 
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Ⅱ－３．課題 

杉並区がめざす「誰もが安心して生活を継続できる多様な住環境」を今後実現してい

くために、どういった提言が必要であるかを審議するうえで、杉並区における住まいを

取り巻く現状を踏まえると、概ね以下のような課題があるものと捉えた。 

 
（１）これまでの区の施策は、公営住宅の維持管理や居住系施設の整備に重点が置か

れ、個人資産である住宅ストックの活用は、市場原理に委ねられていた。これか

らの住宅施策の展開においては、民間の住宅ストックをうまく活用させるために、

行政も積極的に関与していくことが必要である。 

 

（２）住み慣れた地域に居住し続けるためには、住まいの供給だけでなく、住む人の

多様な暮らし方に応じたサービス提供体制の整備を併せて行う必要があり、今後

は総合的な居住政策推進の観点から、対象者が必要とする支援サービスを併せ持

つ住まいの確保や対象者のニーズにあった住まい方ができるよう、行政は住まい

と支援策をマッチングしていく仕組みを構築することが必要である。 

 

（３）区の福祉や住宅政策においては、多様なサービスが提供されているものの、利

用状況から見ると、それらが必ずしも十分に活用されているとは言い難い。利用

者の安心感・信頼感を高め、住宅市場をうまく機能させるためにも行政の関与は

重要であり、こうしたことからも住まいに係る的確な情報提供等の仕組みが必要

である。 

 

（４）住宅・居住政策については、対象者ごとの住宅・施設整備（ハード）や生活支

援サービス（ソフト）の取組みが実施・供給されてはいるものの、それぞれの対

象者が複数の課題を抱えている場合は、包括的な支援が十分にされていない状況

にあり、分野横断的な取組みや地域コミュニティを取り込んだ連携が必要である。 
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Ⅲ 区の施策への提言 

当審議会としては、前章で掲げた４つの課題を解決し、「誰もが安心して生活を継続で

きる多様な住環境」を実現するために、「多様な暮らしに応じた住まいを提供していくた

めに」、「暮らしを支える仕組みづくりのために」、「人と住まいをつなぐために」の３つ

の柱立てをして、区の施策への提言として以下のとおり取りまとめた。なお、前章（４）

の課題については、この３つの柱に共通した課題として捉えることとした。 
 

Ⅲ－１．多様な暮らしに応じた住まいを提供していくために 

（１）自己所有する住居の活用に向けて 

①持ち家等のリフォームの推進 

生命の安全を図り、最低限の居住水準の確保を図ることは、誰もが望むことであり、

耐震診断、耐震補強や断熱改修を促進し、住宅基本性能を高めておくことで、将来的に

所有者が既存住宅を転用する場合の利活用も容易となる。 

また、居住水準の向上を図るためには、バリアフリー改修の促進も重要である。バリ

アフリー改修にあたっては、質の確保のための指導や技術的支援等を行う仕組みづくり

が必要である。 

例えば、障害や虚弱化によって心身の機能が低下しても、安心して自立した生活を送

れるよう、耐震・不燃化改修への助成に加え、居住水準の向上を図るための改修費助成

制度について、国や東京都の制度活用も含めより拡充していくことが望ましい。 

これらの助成による既存住宅の質（基本性能）の向上は、空家発生予防に大きな効果

があるとともに、住宅確保要配慮者への入居促進にもつながり、地域の価値向上につな

がる投資であると考える。 

 

②住宅資産の有効活用 

持ち家の世帯人員が少なくなる中で、持ち家を有効活用することによって、多様な住

まいを確保していくことが考えられる。 

そのためには、資産活用の制度や助成等が十分活用されることが望ましい。また、ひ

とり暮らし高齢者や障害者及びその親が、持ち家を共同生活できるような住まいに改修

することで、高齢者や障害のある人々がそのまま住み続けられ、かつ資産としての活用

を図る方策を検討してくことも考えられる。 

子育て世代やひとり親家庭への住宅供給策として、空いた部屋を活用した様々な世代

が住まうシェアハウス等、住まい方の多様なモデルの提供も考えられる。 

これら住宅資産の活用においては、区が活用方法を考えている所有者情報を収集し、

事業の運営法人、改修事業者、不動産仲介事業者に関する情報を提供して、所有者に対

して継続的に関わっていく相談機能も必要である。 
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（２）賃貸住宅の供給促進に向けて 

①定期借家制度の活用 

地価の高い都市部においては、契約時に柔軟に入居期間を設けることができ、家主が

安心して自己所有の住宅を貸すことのできる定期借家制度の活用を促進することは、賃

料の安い賃貸住宅の供給を増やすうえでの効果が期待できる。 

また、定期借家制度の普及により、持ち家の賃貸住宅化などによるファミリー向けの

賃貸物件の供給が促進されるとともに、賃料の低廉化や、普通借家契約で発生する更新

料負担も発生しないため、低所得者や経済的負担の大きい子育て世帯にメリットの大き

い住宅の供給が可能になる。定期借家制度の普及には、取組の成功例(良いモデルケース)

を地権者等に示していくことが肝要であり、区内不動産事業者等との十分な意見交換を

行い、モデル的取組の実施に向けた検討が必要である。 

 

②既存住宅（空家を含む）のリノベーションの推進 

リフォームは、その住宅がもともと有している機能・性格を変えることなく、新装当

時のものに復元するという意味合いが強いものであるが、リノベーションは、建物の機

能や用途を抜本的に変更するための大規模な改修・改良工事である。 

そこで住宅供給促進策の一つとして、空家を含む既存物件の一戸建て、集合住宅ある

いはその中の一室をリノベーションの手法を取り入れ、耐震化はもとより、居室内部の

間仕切りの抜本的な変更など、建物の基本的性能を作り替えるなどして資産価値を高め、

良質な賃貸住宅の供給を行うなどの検討が必要である。 

さらに、高齢者・障害者、あるいは子育て世帯へ、安心して地域で住み続けることの

できるよう、賃貸住宅改修への支援を行い、区が家賃条件や利用方法の基準等を設ける

ことで、これらの人々が利用しやすい賃貸住宅の供給を誘導することも必要である。 

 

③子育て世代向けの良質な住宅提供策の推進 

杉並区内における子育て世代が抱える住宅事情から推察すると、区が今後子育て世代

の定住促進を図るうえでは、入居したいと思える物件が、区内の不動産市場で常に流通

していることが理想の状態といえる。 

そのためには、安全かつ安心な生活環境のもと、子育てしやすい機能や設備を兼ね備

えた住宅が供給され、市場で流通していく仕組みが必要である。 

具体的には、後述する居住支援協議会と連携して空き家等のリフォームを支援する「住

宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」に取り組み、居住支援協議会内に総合相談窓口

を設置し、事業者やオーナーに対して直接働きかける方法などが考えられる。 

また、子育てファミリー向け住宅整備に補助を行う国の「地域優良賃貸住宅制度」の

活用などについても併せて周知することも有効である。 

このほか、区の「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」を

活用して建設された、一定割合以上がファミリー型式である、あるいは子育て支援施設

がある大規模集合住宅を、子育てに優しい住宅として区ホームページ等で紹介すること
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も効果があると考える。 

 

④借家人による DIY リフォームの推進 

借主側が自らの趣向に合わせた DIY（注 3）リフォームの手法は、空家予防策としても

有効であり、今後は注目されてくるものと思われる。現実的にこの手法をとるためには、

家主側の十分な理解が前提となるとともに、借主側からすれば、賃貸借終了後の原状回

復の負担という課題もある。 

しかし、改修投資のできない家主が多いため、借主側がリフォーム費用を負担し、安

く借りることができれば双方にとってメリットがあることから、セミナーの実施等、DIY

型リフォームの普及に向けた啓発の推進が望まれる。 

（注 3）DIY（ディー・アイ・ワイ）とは、専門業者ではない人が自身で何かを作ったり、修繕した

りすること。Do It Yourself（ドゥ イット ユアセルフ）の略語。 

 

（３）区有財産等を活用した住宅供給に向けて 

①区営住宅の有効活用 

区営住宅は既に低所得者向けの住宅として提供されているが、子育て世帯の居住支援

をより充実させるためには、児童がいる世帯や孫の世話をする世帯等への優遇抽せんの

拡大を図り、障害者世帯に対しては、障害者世帯向住宅として募集する範囲を拡大する

など、子育て世帯や障害者世帯が安全・安心に生活できる住環境整備が必要と考える。 

今後は、都営住宅の移管や耐用年数を迎える区営住宅の建替時、あるいは入居者の需

要と供給バランスの状況によっては、区営住宅の前倒し建替時期に、単身用住戸を増や

すと同時に、高齢者・保育施設等の併設など、地域に求められている機能を含め開放的

な施設としていくことが必要である。従来の公営住宅のように区が自ら整備するだけで

はなく、民間事業者との協働による整備やその公的補助も積極的に検討するべきである。 

 

②区有地等を活用したモデル事業の展開 

区有地に限らず、国有地や都有地など公有地を活用する場合は、複合的な課題に応え

られる用地の活用が重要である。また、財政支出を少しでも抑制するといった観点から、

定期借地制度を活用することも有効と考える。特に、居住系施設建設にあたっては、で

きるだけ空間のある、質の高いものとなるような設計が望ましく、そのプロセスにおい

ては住民の参加はもとより、事業者選考にあたっては運営者と設計者の二段階選考をし

て施設の質的向上を図る仕組みを積極的に導入することが望ましい。 

今後、区内の顕著な高齢化に備えるとともに、子育て世代の定住化促進につなげるこ

とができる施設のモデル事業として、サービス付き高齢者向け住宅と子育て世帯用住宅

の併設、あるいは特別養護老人ホーム、障害者施設の建設などにおいて、地域や時代の

ニーズにあわせた機能・役割を持たせることも検討すべきである。 
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（４）住宅確保要配慮者の住まいの確保に向けて 

①国制度等を活用した賃貸住宅の供給 

平成 27 年 7 月、国から住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（住宅セーフティネット法）に基づく「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の実

施が発表されている。この事業は、後述の居住支援協議会が設置されていないと活用で

きないが、空家の改修等により、一定の所得以下の高齢者等、現に住宅に困窮している

世帯を対象に賃貸住宅を提供するとともに、空家の利活用にもつながる制度である。今

後はこの制度も活用して、広く住宅確保要配慮者向けの住宅供給の促進を図るべきであ

る。 

また、低所得高齢者に生活支援サービス等を実施する、地価の高い都市部の実情に配

慮した、設備・人員基準が緩和された都市型軽費老人ホームなどの整備にあたっては、

東京都の補助制度を活用するなど、さまざまな形態の住居を確保する場合、各種制度を

活用し、住宅供給の促進を図る必要がある。 

 

②グループホーム等の整備促進に向けた取組みの強化 

障害者が希望する地域で安心して暮らしていくために、国の基本方針として入所施設

や病院から地域生活への移行を促進しており、その受け皿となるグループホーム等の住

まいの確保が必要である。 

障害者については、特に民間事業者のみでは整備が困難な重度障害者向けの住まいに

ついて、区有地の活用等が有効であると考える。 

また、高齢者が在宅で生活していくうえでは、住まいと支援サービスの双方が相乗し

ていく必要があり、小規模多機能型居宅介護事業所（注 4）を増やし、介護が必要になっ

ても在宅で生活を継続できるサービスを整備していくべきである。 

これらの整備にあたっては、戸建住宅や小規模の集合住宅などの一般の既存建築物の

活用性が高く、地域に密着した施設の整備のために最小限必要な構造上・防災上の建築

基準を満たすよう、制度の柔軟な対応が求められる。 

（注 4）小規模多機能型居宅介護事業所とは、介護が必要となった高齢者が住み慣れた自宅や地域

での生活を継続することができるよう、状態や必要に応じて「通い」を中心とした短期間

の「泊まり」、自宅への「訪問」を組み合わせて提供する介護サービス事業所。 

 

③高齢者等アパートあっせん事業の強化 

現在区で行われている高齢者・障害者・ひとり親家庭・災害被災者・犯罪被害者等の

住宅確保要配慮者に対する、宅地建物取引業協会杉並区支部を通じた物件情報提供や不

動産店紹介など、不動産業界との連携を今後もさらに強化し、区内の賃貸住宅ストック

の有効活用策の一つとして、住宅確保要配慮者と賃貸人の双方に対する情報提供を十分

に行い、より一層の成約率の向上を図ることが望ましい。 
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④住宅確保要配慮者への支援制度の活用の促進 

単身高齢者、ひとり親家庭、障害者、低所得者などは、保証人の確保が困難であるこ

となどにより、民間賃貸住宅への入居に困窮するケースがある。こうした住宅確保要配

慮者に対する支援制度として、東京都の総合支援資金貸付制度などがあるほか、杉並区

でも、家賃等債務保証制度や民間住宅入居者の見守りサービス、葬儀の実施・残存家財

の撤去預託制度を設けている。 

今後は入居時の後見・保証の仕組み、入居後のフォローや生活状況等に関する報告等

についても検討の必要がある。 

高齢化の進展や厳しい経済状況を背景として、住宅確保要配慮者が増加傾向にあるこ

とから、住む側と貸す側の双方が安心できる制度を広く周知し、活用を促進する必要が

あり、又あっせんなど居住者側への公的支援の柔軟な対応のあり方についても検討の必

要がある。
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Ⅲ－２．暮らしを支える仕組みづくりのために 

（１）暮らしを支える総合的なまちづくりの推進に向けて 

安心して地域に住み続けるためには、今後も都市基盤や公共サービスの充実に向けて、

官民双方で多様な住環境づくりを進めていく必要がある。 

その住環境づくりにおいては、戸建て住宅地や集合住宅地、住宅密集地など様々な地

域特性に応じて、既存の区民の自主組織、地域包括支援センター、社会福祉施設などと

連携してまちづくりを進めていくことにより、地域支え合いのしくみづくりと一体とな

った居住環境整備を構築することが求められている。 

また、住まいに関することに加え、保育サービスの提供や公園の整備、地域コミュニ

ティを活用した見守り環境の充実等も重要である。 

一方、施設が整備されていても、そこまで安全に行くことができなければ意味がなく、

道路の整備や周辺の治安がしっかりしていなければならない。 

環境づくりにおいては、これらの視点を踏まえつつ、地域において住み続けやすい環

境かどうかを考慮しながら整備していく必要がある。 

 

（２）ライフステージに応じた住み替え等の促進に向けて 

住まいのあり方は、子育て世代から高齢世代、仕事や家族構成の変化等、時間の経過

によって変化していくものである。 

ライフステージに応じた住まいが住み慣れた環境の中で確保されるよう、区内での住

み替えが容易になっている必要がある。広い家から狭い家へ、段差のある家からバリア

フリーの家へなど、個人の資産活用をはじめ、定期借地や定期借家、住宅のリノベーシ

ョンや既存建築物からのコンバージョンの活用など、さまざまな手法を用いて、年齢や

世帯構成に合った住まいモデルを明らかにし、提供していく仕組みづくりが必要である。

いろいろな住まい方を提供するには、提案のできる人材が必要である。行政においては、

コーディネーターの紹介やコンサルタントの派遣といった支援ができないか検討する必

要がある。 

また、区が進めている退職後の元気な高齢者をはじめとする方々が一定期間移住する

「お試し移住」については、住み替えのひとつの選択肢としてとらえている。お試し移

住する人の現地での生活を豊かにするための健康づくりや生きがい活動等については、

相手方の自治体と連携して考えていく必要がある。 

 

（３）住み続けられる住環境の形成に向けて 

①地域で住み続けられるための包括的な支援体制の構築 

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けるためには、官民で協力して保健・医療・

看護・介護・生活支援などのサービスが一体となって提供され、地域住民が行政に求め
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ているものを勘案し、地域包括ケアシステムなど地域特性に合った包括的な支援体制を

構築していく必要がある。 

そのためには、社会保障制度や市場原理によるサービス提供では満たされない生活課

題の解決、社会福祉法人のこれまで培ったノウハウの活用や更なる地域貢献活動への協

力を得ていくことに加え、人的な見守りだけでなく ICT（注 5）を活用した在宅における

安否状況や健康状態の確認を行うなど、見守りの幅を広げる必要がある。 

また、障害者とその保護者が抱える「親なき後」の不安に応えるためには、高齢者や

障害者の施策制度間の連携とその隙間を埋める支援ネットワークの構築や、複合的な課

題を抱えた家族が安心して住み続けられるための施策が必要である。具体的には、地域

生活への移行を促進し、障害者の生活や就労を地域全体で支える支援体制（＝地域生活

支援拠点等（注 6））を構築していくことである。このためには、住宅はもちろん交通や

都市環境のバリアフリー化も必要となる。 

そして、人材の確保、育成の支援、グループホーム相互や関係機関との連携強化、グ

ループホームへの専門職による訪問指導、助言など、グループホームでの生活を支える

仕組みづくりを積極的に進めていくとともに、グループホーム等の重度の障害者の受入

れ促進のための新たな補助制度等の検討を進めていくことも必要である。 

さらに、女性の就業率の高まりや核家族化が進展する中、子育て世帯が安心して子育

てをするためには、保育園や学童クラブなど働きながら子育てができる施設を需要に合

わせて整備するとともに、子育ての不安や悩みを抱えることがないよう身近な地域での

相談支援窓口の充実を図るなど、切れ目のない支援体制を強化する必要がある。 

（注 5）ICT（アイ・シー・ティー）とは、情報・通信に関する技術の総称。Information and 

Communication Technology(インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロ

ジー)の略語 

（注 6）地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、相談、体験

の機会・場、緊急時の受入れ対応、専門性、地域の体制づくりの５つの機能を強化するた

め、グループホームや障害者支援施設に付加した拠点（地域生活支援拠点）又は地域にお

ける複数の機関が分担してそれらの機能を担う体制（面的な体制）のこと。 

 

②施設の多機能化等によるサービス提供機能の充実 

入所系や居住系の福祉施設には、単に利用者だけではなく、地域や在宅で生活してい

く上で必要となる相談機能や在宅サービス提供機能、地域の交流機能など、地域全体で

活用できる多機能化を図ることが望ましい。そうすることで、施設が、地域に開かれた

貴重な資源となるとともに、専門技術職が集約されれば福祉人材不足解決につながるこ

とが期待できる。 

また、住まいを個室、道路を廊下に見立て、地域が介護施設となり得るような在宅型

の老人ホームの事業者誘致を各生活圏域で進めていくような取組み、区内の有料老人ホ

ームが社会的資源となるような取組みが必要である。 
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Ⅲ－３．人と住まいをつなぐために 

（１）住宅ストックと居住ニーズをつなぐ仕組みに向けて 

①相談体制の構築 

人と住まいをつなぐためには、住宅確保要配慮者の住まいに関するニーズ（情報）や

利活用を希望する住宅所有者の情報などが一元化される仕組みとなる情報プラットホー

ムの確立が必要である。そのための窓口は、相談者の利便性などにも充分配慮し、入居

支援に係る情報提供、住宅の改修に関する支援や空家の利活用支援などが円滑に進めら

れることが望ましい。なお、設置にあたっては、区民や関係団体との協働なども含めて

検討していくことが望まれる。 

この窓口は、住まい探しの情報提供のみならず、個々の家庭の抱える事情に応じて、

きめ細やかに対応する総合的な相談支援や高齢者・障害者など個別分野ごとの相談機関

と常に連携・情報の共有化が図れる体制が望ましい。例えば、高齢者・障害者・ひとり

親の方は、保証人の確保や家賃支払い能力など、さまざまな理由から入居を断られるこ

とが多い。窓口ではこうした問題を十分に理解し、きめ細かな相談と希望に合った物件

情報を提供するとともに、家賃等債務保証制度等を案内するなど必要な支援につなげる

ことも肝要である。 

 

②マッチングシステムの構築 

住宅の提供においては、民間の情報だけでなく、公的な仕組みにより収集された情報

により、所有者と利活用を希望する事業者等との適切な引き合わせや住宅確保要配慮者

への住宅提供が行われる、すなわち、マッチングが大切である。 

特に、空家については、今後も区内で増加していくと想定されるが、マッチングが上

手に機能すれば、住まいに関する選択肢が増えるとともに、円滑な空家の利活用が進む

ものと考える。さらには、空家の増加がもたらす都市のコミュニティの希薄化や居住環

境の悪化といったものも解消し、空家の予防・減少へとつながっていく。 

なお、空家対策においては、国の空家再生事業に対する補助制度などを活用すること

で、所有者・利活用事業者等への支援を強化し、空家利活用の促進化を図るべきである。 

また、お試し移住中の区内住居所有者から貸し出し希望がある場合には、定期借家制

度などを活用し、若い世代等に賃貸するなどのマッチングも検討していくべきと考える。 

 

③居住支援協議会の設立と役割 

ライフステージや個々の事情にあわせて安心して暮らすことができる住まいを確保し

ていくためには、住む人が住宅に関する正しい知識を持って判断し選択できるよう適切

な情報や考え方を提案できるコーディネーターやアドバイザーの存在が欠かせない。住

まいに関する正しい知識や情報を普及啓発することを通して、住宅を住まいとして使い

こなしていくという「住む人の力」をつけていくことが重要である。 

そうした、住まいの情報や知識の普及を進めるとともに、制度からこぼれてしまわな
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いよう、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への円滑な入居促進や空き家の利活用を効

率的に進めていく居住支援協議会（注 7）を設置する方向で検討を進めるべきである。 

居住支援協議会については、点在する住まいに関する情報・ニーズをつなぐ役割を担

うものであることから、協議会の構成や前述した相談窓口、マッチングシステムなど、

支援体制・活動内容の詳細については、区が中心となり区内の不動産関係団体や社会福

祉協議会などの社会福祉法人等の各種関係機関との連携が十分確保されるよう仕組みづ

くりを行うことが重要である。 

さらに、住まいの相談に関しては、待ちの姿勢ではなく積極的に正しい知識や情報を

提供し、その情報提供の内容や仕組みについても、行政側から最新情報を伝えるプッシ

ュ型通知の方法や SNS（注 8）を活用して、区民にとって簡易で、利用しやすいものを居

住支援協議会で今後検討していくべきと考える。 

（注 7）居住支援協議会とは、地方公共団体、不動産関係等団体や社会福祉法人、その他 NPO など

の居住に係る支援を行う団体、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進の支

援を行う者などで連携し、住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人双方に対する情報提

供等の支援や円滑な入居促進に関し、必要な事項について協議するための機関 

（注 8）「人同士のつながり」を電子化するサービス。自己情報のコントロールや人との出会いと

いった目的を掲げ、各社がサービスを行っており、「コミュニティ」を通じた「友達の輪」

のネットワーク型組織として、日本では mixi、世界では Facebook や Twitter などが知ら

れている。 
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Ⅳ おわりに 

「住宅都市」をうたう杉並区においては、住まいが生活の基盤として安定的に保障さ

れることによって区民自らが活力を得て、より住みやすい住宅地を形成しようと努める

ことにつながるような、好循環を促す住宅保障のあり方が求められている。 

 
本審議会で、現状の杉並区における居住関連事情を検討したところ、住みたい都市と

なるために杉並区における共通の課題として通底した概念は、「多様性」と「継続性」で

あった。すなわち、杉並区に住みたいとする様々な区民の生活ニーズに対応し、障害の

有無や経済的状況、家族構成等に関わらず誰もが暮らしやすい社会を形成することと、

家族や生活または住宅そのものの時間的な諸変化に対応して、住み続けたいとする区民

の意志を尊重し支援すること、これらが施策の目標となる。 

 
「多様性」については、居住者対象別に分断化され整備されてきたこれまでの制度・

施設や施策を見直し、総合的に捉え直す施策の視点形成が必要とされている。行政には

直接的・間接的な住まいの確保と維持向上のために公民の連携に機能する積極的な住宅

施策を展開していくこと、そして、区民の多様なニーズに基づく、生活支援サービスと

一体化した居住関連施策を各部署で講じていくことが求められる。家族の変化とライフ

スタイルの多様化に伴い生じてきたコレクティブハウス（家事や育児等を共同で行うこ

とを想定した共同居住型集合住宅）やシェア居住など、新しい住まい方に対する知識の

提供や情報交流なども有効である。 

 
「継続性」については、高齢者、障害者の心身機能の変化や、子育て前後期の世帯の

変化、定年などによるライフスタイルの変化など、区民のニーズに対応した移行が滞り

なく行えるよう支援することが必要である。地域に住み続けたいとする意思にできるだ

け沿えるように対応することが住宅都市としての杉並区の持つべき基本的な姿勢と言え

よう。これには、多様なライフスタイルに対応した住まいのあり方の区民への住環境リ

テラシー形成、DIY やリフォーム等への技術的な支援、あっせんや住情報提供などによる

住み替え支援、持ち家資産の処分や有効活用への支援などの個別のコーディネートが必

要とされる。 

 
具体的に住宅を確保するための手法としては、民間整備の良好な誘導・活用と公的な

制度による供給、間接的な居住支援策により適切で質を確保した新規供給を図るととも

に、空家や既存建築物の転用改修などによる多様な居住の場の確保に支援策を講じるこ

とがより一層重要となる。このためには、適切な用途転用改修となるような技術的支援

やコーディネート、そのための施策や補助制度の整備、区民や民間事業者への有効な情

報提供等が必要である。既存住宅のリフォームやバリアフリー化においては、補助制度

などの促進策とともに、消費者保護の立場から、工事業者の主導に任せることなく、居

住者の生活と身体ニーズとの適合の評価と計画による質の保証、フォローアップ（身体
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状況に対応できているかの工事後の点検）等、専門的な視点からの住宅改修プロセスの

適正な遂行が求められている。 

 
住宅関連の各施策を今後とも推進していくためには、その総合的な進行管理と横断的

な情報提供を行うことが必要となり、住宅関連施策において行政によるより積極的な関

わりが重要となってくる。住宅施策担当業務のさらなる強化とともに、関連する居住環

境や生活支援を推進する福祉をはじめとした各部署、また社会福祉協議会や、地域包括

支援センター、地域の社会福祉法人、NPO、不動産関連業者、介護等事業者、地域住民な

ど、関連団体との協力連携が必要となる。このためには、区有地活用の機会などを捉え、

具体的な地域においてモデル事業を総合的に計画・実施することにより、実践的に検討

することが有効である。 

 
最後に、住宅確保要配慮者に向けて、新たに居住支援協議会を設置することが急務の

具体的課題である。住宅や居住に関連する相談業務や住情報の収集と提供、住宅を必要

としている居住者や運営者と住宅・不動産の所有者とのマッチング、さらにその後のフ

ォローアップや後見、保証等を行う組織として、非常に重要な立場となる。従って、居

住支援協議会の具体的な組織化と実質化については、他事例などを参照し、早急に検討

し具体化することが必要である。このための情報プラットホームも必要となり、継続的

に住まいのデータを更新するための横断的な協力の仕組みづくり、さらには、活用やマ

ッチングのための工夫や手法の開発には多くの人々の参加により柔軟に議論のできる場

も必須である。 
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図表１ 将来人口推計 

 

出典：杉並区人口ビジョン（平成 27 年９月） 

 

図表２ 高齢者人口及び比率 

 

出典：住民基本台帳（平成 27 年４月１日） 
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図表３ 高齢者人口推計 

 
出典：第６期介護保険事業計画 

 

図表４ 要支援・要介護認定者数及び比率 

 

出典：高齢者施策課調べ（平成 27 年３月 31 日） 
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図表５ 要介護認定者数の推計 

 
出典：第６期介護保険事業計画 

 

図表６ 子育て世代の世帯数及び比率 

 

出典：住民基本台帳（平成 27 年４月１日） 
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図表７ 杉並区の出生数と合計特殊出生率の推移 

 

出典：杉並区の人口動態（平成 25 年） 

 

図表８ 東京 23 区の合計特殊出生率 

 

出典：東京都の人口動態統計（平成 25 年、東京都福祉保健局） 
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図表９ 杉並区における出産順位別出生数 

 
出典：杉並区の人口動態（平成 25 年） 
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図表 10 転入数・転出数の比較 

 
出典：住民基本台帳（平成 26 年１～12 月） 
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図表 11 杉並区へ転入する大きなきっかけ 

 

出典：杉並区への転入に関する調査（平成 27 年５月） 
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図表 12 杉並区から転出する大きなきっかけ 

 

出典：杉並区からの転出に関する調査（平成 27 年５月） 
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図表 13 所有関係別・建て方別住宅数の推移 

 

杉並区内の住宅について 

＊「住宅・土地統計調査」（平成１０・１５・２０・２５年実施：総務省統計局）による。 

＊公的住宅等は共同住宅に含まれる。 

出典：平成 10,15,20,25 年住宅・土地統計調査 
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図表 14 １住居あたりの面積の比較（杉並区、武蔵野市、特別区平均） 

 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査（第 13 表） 

 

図表 15 民営借家の延べ床面積１㎡当りの家賃 

 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査（第 77 表） 
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図表 16 空家の分布状況 

 
出典：杉並区空き家実態調査報告書（平成 25 年 11 月） 
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図表 17 空家となった原因 

 

出典：杉並区空き家実態調査報告書（平成 25 年 11 月） 
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図表 18 高齢者人口・居住系施設の推移 

 

※高齢者人口は各年１月１日、各施設の定員は各年４月１日の数値 

出典：高齢者施策課調べ 
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図表 19 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所分布図 

 
出典：高齢者施策課調べ（平成 27 年５月） 

図表 20 地域のサロン会場形態別分布図 

 
出典：高齢者施策課調べ（平成 27 年５月） 
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図表 21 グループホーム・入所（身体・知的障害者）施設分布図 

 

出典：障害者生活支援課調べ（平成 27 年６月） 

図表 22 障害者活動拠点分布図 

 
出典：障害者生活支援課調べ（平成 27 年４月） 
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図表 23 高齢者世帯の所有関係別比率 

 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査 

 

図表 24 所有関係別高齢者等のための設備の設置状況 

 

出典：杉並区住宅マスタープラン（平成 26 年３月） 
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図表 25 世帯類型別居住面積水準達成状況 

 
出典：平成 25 年住宅・土地統計調査（第 47 表） 

 

図表 26 65 歳以上の単身及び夫婦のみ世帯に係る子との近居・同居状況 

 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査（第 45 表） 
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図表 27 障害者の現在の住まい 

 

出典：地域生活に関する調査報告書（概要版）（平成 26 年３月） 
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図表 28 障害者の同居家族（複数回答） 

 

出典：地域生活に関する調査報告書（概要版）（平成 26 年３月） 
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図表 29 障害者の将来暮らしたい場所 

 
出典：地域生活に関する調査報告書（概要版）（平成 26 年３月） 

 

図表 30 障害者の主な介護者の年齢 

 
出典：地域生活に関する調査報告書（概要版）（平成 26 年３月） 
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図表 31 ０歳から５歳までの子どもがいる世帯の持家率・借家率の比較（杉並区、特別区平均） 

 

出典：平成 25 年住宅・土地統計調査（第 61 表、第 80 表） 
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図表 32 杉並区から転出した人の転出後の部屋数の増減 

 

 

出典：杉並区からの転出に関する調査（平成 27 年５月） 
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図表 33 今後、子どもを持つ場合の条件（複数回答） 

 
出典：結婚・出産・子育てに関する意識調査（平成 27 年５月） 
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図表 34 被生活保護世帯数の推移 

 

出典：杉並区住宅マスタープラン（平成 26 年３月） 
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27 杉並第４０００号 

平成 27 年５月１５日 

 

杉並区総合的な住まいのあり方 

に関する審議会 

会 長  大 原 一 興  様 

 

 杉並区長  田 中  良 

 

 

杉並区における総合的な住まいのあり方について （諮問） 

 

杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会条例第２条の規定に基づき、下記のとお

り諮問いたします。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

 

  誰もが安心して生活を継続できる多様な住環境の実現に向けた総合的な住まい 

のあり方について 

 

 

２ 諮問理由 

 

杉並区では、少子高齢化の進展や東日本大震災の教訓を踏まえ、安全・安心なまちづ

くりや社会福祉施設の整備等について、住宅マスタープランや保健福祉計画等に基づき

施策を推進してきました。 

しかし、今後更なる人口減少が予測され、住まいに関する区の施策も転換期を迎えて

おり、限られた行政資源等を有効に活用し、課題解決の手法を選択のうえ、適切に対応

していくことが求められています。 

このような中、民間の住宅ストック等も勘案しながら、子育て世代、高齢者、障害者

等を含めた総合的な住まいのあり方について、専門的な見地から審議していただくため、

上記事項について諮問いたします。 

 

 



- 48 - 

杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会委員名簿 

 

                                 （敬称略） 

氏名 所属大学 備 考 

井上 由起子 日本社会事業大学専門職大学院教授  

大原 一興 横浜国立大学大学院教授  会 長 

齊藤 広子 横浜市立大学教授   

武川 正吾 東京大学大学院教授 副会長 

吉田 輝美 昭和女子大学准教授   

※名簿記載は五十音順 

 

    ※第 3回審議会外部説明員 

     山田 あすか （東京電機大学准教授） 

    ※第 4回審議会外部説明員 

     池本 洋一  （㈱リクルート住まいカンパニー SUUMO 編集長） 
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杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会条例 

平成 27 年 3 月 13 日（杉並区条例第 20 号） 

 

（設置） 

第１条 杉並区の総合的な住まいのあり方に関して必要な事項を調査審議するため、区長

の附属機関として、杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 審議会は総合的な住まいのあり方に関して区長の諮問に応じ、答申する。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、学識経験者のうちから、区長が委嘱する委員５人以内をもって組織す

る。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による答申が行われた日（以下「答申日」と

いう。）までとする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 審議会に副会長１人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とする

ことができる。 

 

（部会） 

第６条 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会の委員及び部会長は、第３条第１項に規定する委員のうちから、会長が指名する。 

３ 部会の会議は、公開とする。ただし、部会の議決があったときは、非公開とすること

ができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。 

 

（委員以外の者の出席等） 
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第７条  審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ

て意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、答申

日の翌日から施行する。 

２ この条例は、答申日の翌日に、その効力を失う。 

３ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 50 年杉並区条例第 31 号）の一

部を次のように改正する。 

  杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例別表（第２条関係）、別表の

区長の項に「杉並区総合的な住宅施策のあり方に関する審議会」を新設し、報酬の額を

「会長日額 １４，５００円」、「委員日額 １２，０００円」とする。 

４ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 50 年杉並区条例第 31 号）の一

部を次のように改正する。 

  杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例別表（第２条関係）別表の

区長の部杉並区総合的な住宅施策のあり方に関する審議会の項を削る。 
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杉並区住まいのあり方審議会審議経過について 

（平成 28 年１月 18 日現在） 

回数 開催日 審議内容 

第１回 平成 27 年  

５月 15 日 

●杉並区長挨拶・諮問 

●委員挨拶、会長・副会長互選 

●審議会運営方法の確認、各課（高齢者・障害者・子育て世代・住宅施

策の各分野）における住まいに関する現状と課題説明及び質疑応答 

●審議会スケジュールの決定 

●現場視察（区営住宅・みどりの里、障害者グループホーム、高齢者施

設、上井草四丁目用地＜山葉名いこいの森＞の４か所）       

第２回 ６月 26 日 ●これからの社会情勢に合わせた住まいのあり方について       

「高齢化にどう向き合うか」をテーマに、各課の現状と課題説明、論

点に対する質疑応答 

第３回 ７月 31 日 ●これからの社会情勢に合わせた住まいのあり方について       

「子育て世代・障害者の住まいについて」、各課の現状と課題説明、論

点に対する質疑応答 

●「区の目指すべき方向性について」の説明及び質疑応答 

●障害者団体連合会所属の４団体代表（杉並区身体障害者協会・杉並区

肢体不自由児者父母の会・杉並つくしんぼ会・杉並家族会）からの意

見聴取 

●「子育て世代の住まい方について」 東京電機大学准教授より説明 

●上記説明に対する質疑応答                    

 ８月下旬 ●各委員よりヒアリングの実施 

第４回 ９月２日 ● 「空家の利活用事例と行政との関わり方」について 

（株）リクルート住まいカンパニー ＳＵＵＭＯ編集長より説明 

●上記説明に対する質疑応答及び空家対策に関する議論 

●８月の委員ヒアリング事項（まとめ）についての区からの質問及び意

見聴取 

第５回 11 月９日 ●答申（案）骨子の提出、説明 

●答申（案）骨子に対する委員質疑 

●答申に盛り込むべき重要事項（論点）の整理、各委員からの意見聴取 

●答申（案）作成スケジュールの確認 

第６回 12 月 17 日 ●答申（案）の提出、説明 

●答申（案）に対する委員質疑 

●答申に向けた作業スケジュールの確認 

第７回 平成 28 年 

１月 18 日 

●審議会答申の決定 

●区長へ答申の提出 

 


